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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗物の車輪のバランスを調整するバランス調整機であって、バランス調整を施す車輪を
把持して回転させる把持回転手段を支持するための支持構造体と、回転中に車輪のアンバ
ランスを検出する検出手段と、前記把持回転手段と前記検出手段に作動的に結合する少な
くとも１つの処理ユニットと、前記支持構造体に結合し前記処理ユニットに作動的に結合
し検出されたアンバランスデータおよび選択可能な機能又は機能リストを表示するように
適合される少なくとも１つのスクリーンと、少なくとも１つのタッチ・スクリーン制御面
を有し前記機能又は機能リストを選択するための少なくとも１つの制御パネルとを備え、
バランス調整機は、２つの位置間の制御面の指を引き離すことのない接触が前記機能間又
は機能リスト間の前記スクリーン上のスクロールを引き起こす連続操作モードと、前記制
御面が少なくとも１つの不連続部により決定されて前記不連続部上の指による所定時間の
接触が前記機能又は機能リストの１つを選択することにつながる不連続操作モードとの間
で、前記制御面の動作を制御する制御手段を備え、前記制御手段は、前記スクリーン上に
図形的に表された機能又は機能リストの位置を再生するように、前記スクリーンに表示さ
れた特定の図形インターフェースにより、前記スクリーン上に図形的に表される各機能又
は機能リストに、前記不連続部を動的に結びつけることができると共に、前記制御面上の
前記不連続部の周囲と位置を動的に決定することができ、前記制御パネルが、前記支持構
造体と結合し前記制御面を備えた実質的に平板形状の支持体を有し、前記支持構造体は、
前記支持体を収容するのに適し、かつ、前記支持体の輪郭を少なくとも一部において再現
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する形を有し、支持構造体に完全に一体化されているように見えるように支持体がぴった
りと嵌め込まれる少なくとも１つのシートを備えるバランス調整機。
【請求項２】
　前記制御面が実質的にリング形状である請求項１記載のバランス調整機。
【請求項３】
　前記制御面が実質的に細長い輪郭を有する請求項１記載のバランス調整機。
【請求項４】
　前記制御面が複数の不連続部に分割された請求項１記載のバランス調整機。
【請求項５】
　前記制御パネルは少なくとも１つの第１ボタンを備え、第１ボタンは、前記支持体に結
合し、前記処理ユニットに作動的に結合し、前記連続操作モードにおいて前記機能又は機
能リストの少なくとも一方を選択するように適合される請求項１記載のバランス調整機。
【請求項６】
　前記制御面は実質的にリング形状を有し、前記第１ボタンは前記リング形状の実質的に
中央に配置される請求項５記載のバランス調整機。
【請求項７】
　制御パネルは少なくとも１つの第２ボタンを備え、第２ボタンは、前記支持体に結合し
、前記処理ユニットに作動的に結合し、車輪のアンバランスを検出する検出手段の起動と
停止を行うように適合される請求項１記載のバランス調整機。
【請求項８】
　前記制御面と前記第２ボタンが並んで配置される請求項７記載のバランス調整機。
【請求項９】
　前記制御パネルは、車輪のアンバランスを検出する前記検出手段の起動又は停止状態を
表示する少なくとも１つの光表示器を備える請求項１記載のバランス調整機。
【請求項１０】
　前記制御パネルは少なくとも１つの電気コネクターを備え、前記電気コネクターは、前
記支持体に結合し、前記処理ユニットと前記制御面とに電気的に結合する請求項１記載の
バランス調整機。
【請求項１１】
　前記シートは、前記支持構造体の前方上部に形成される請求項１記載のバランス調整機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、乗物の車輪のバランスを調整するバランス調整機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既に知られていることであるが、乗物の車輪は、一般的に円筒形の金属リムによって作
られ、そのリムは両軸端にそれぞれ環状のフランジを有し、そのフランジ間に弾性タイヤ
用の嵌入溝が形成され、タイヤの側部、いわゆる「ビード」が環状フランジそれ自体にし
っかりとはめ込まれている。
【０００３】
　車輪の所定位置に、リムに沿って鉛又は他の材料からなる重りをとりつけるバランス調
整作業を、頻繁に実行することが必要であることも、知られている。
【０００４】
　車輪の回転中に、重りを取りつけることによって、タイヤ及び／又はリムの不規則性の
存在が相殺される。
【０００５】
　そのような作業を行うために、一般的に用いられるバランス調整機は、モータ手段の働
きによって軸回転可能で車輪リムが固定された水平シャフトのタイプの車輪把持回転手段
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用の支持構造体を備える。
【０００６】
　車輪のアンバランスの測定は、水平シャフトに沿って備えつけられた力変換器のような
適当な電子又は電気機械装置により、回転中に行われる。
【０００７】
　そのようなアンバランス測定には、通常、他の測定が追加される。それは、例えば、車
輪円形測定、車輪偏心測定、接地面摩耗量測定などであり、これらは通常、適当な接触形
又は非接触形測定センサ（例えば、触覚センサ又は光学センサ）によって行われる。
【０００８】
　これもまた既に知られていることであるが、そのようなバランス調整機は、アンバラン
ス測定作業中およびそれに続くバランス調整作業中に、作業者と調整機とが情報を交換す
るのに適したインターフェイス手段を備える。
【０００９】
　そのようなインターフェィス手段は、バランス調整機の電子機器と連結し、作業者と調
整機の制御ソフトウェア間の交流を可能にする。
【００１０】
　インターフェィス手段は、一般的に調整機の支持構造体に固定されたモニターを備え、
そのモニターはアンバランス測定に関する情報や、バランス調整作業中に作業者を導くた
めの情報を表示するのに適している。
【００１１】
　インターフェィス手段はまた、アンバランスの測定前に測定条件の設定を変更すること
や、アンバランスの測定後に作業者が収集データを表示して取り扱うことができるように
作業者が使用可能な複数のキーを有するキーボードを備える。
【００１２】
　しかしながら、キーボードを使用することによって、必ずしも迅速に直観的に測定条件
を設定したりデータを表示できるとは限らない。
【００１３】
　そのような欠点を克服するために、バランス調整機によって実行可能な特定の操作によ
り専用化され、１つ以上のボタンと、静電容量技術を用いて作られたタッチ・スクリーン
面とを有する制御パネルを用いることが知られている。
【００１４】
　一般的に、作業者はタッチ・スクリーン面の上に指を走らせることによって、モニター
スクリーン上に表示される調整機のソフトウェアアプリケーションの異なるメニュー間を
移動することができる。
【００１５】
　他方の手でボタンを押すことによって、メニューの中の機能を選択して特定の処理又は
測定操作を起動させることができる。
【００１６】
　１つの公知の解決策として、タッチ・スクリーン環状面を有する制御パネルを設けるこ
とが考えられる。
【００１７】
　そのような環状面に指を時計方向又は反時計方向に走らせることにより、バランス調整
機にインストールされたソフトウェア・アプリケーションによって表示される予め形成さ
れたメニューや機能間を左から右へ又は右から左へスクロールさせる。
【００１８】
　これらの公知のバランス調整機は、しかしながら、グレードアップされやすい。事実、
タッチ・スクリーン面と１つ以上のボタンを組合せて用いても、操作が簡単で迅速になる
とは限らない。
【００１９】
　さらに、所望の選択が行われるまで、すべての利用可能なメニューやオプションをスク
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ロールすることは、多大な時間を要し、車輪のアンバランスの全測定時間とバランス調整
に大きく影響を与えることになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　この発明の主目的は、インターフェイス手段を迅速に、かつ、直観的に使用できる乗物
の車輪用バランス調整機を提供することである。
【００２１】
　この発明の他の目的は、単純に、容易に、合理的に、効果的に使用でき、低価格という
範囲内で、背景技術の前記欠点を克服することが可能な、乗物の車輪のバランスを調整す
るバランス調整機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記の目的は、乗物の車輪のバランスを調整するバランス調整機であって、バランス調
整を施す車輪を把持して回転させる把持回転手段を支持するための支持構造体と、回転中
に車輪のアンバランスを検出する検出手段と、前記把持回転手段と前記検出手段に作動的
に結合する少なくとも１つの処理ユニットと、前記支持構造体に結合し前記処理ユニット
に作動的に結合し検出されたアンバランスデータおよび選択可能な機能又は機能リストを
表示するように適合される少なくとも１つのスクリーンと、少なくとも１つのタッチ・ス
クリーン制御面を有し前記機能又は機能リストを選択するための少なくとも１つの制御パ
ネルとを備え、バランス調整機は連続操作モードと不連続操作モードにおいて前記制御面
の動作を制御する制御手段を備え、連続操作モードにおいては前記制御面を２つの位置で
触れることによって前記機能又は機能リストがスクロールされ、不連続操作モードにおい
ては少なくとも１つの不連続部が制御面上で決定され、不連続部に触れることによって前
記機能又は機能リストの一方が選択されるバランス調整機により達成される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この発明によるバランス調整機の斜視図である。
【図２】この発明によるバランス調整機の制御パネルの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　この発明は、乗物の車輪のバランスを調整するバランス調整機であって、バランス調整
を施す車輪を把持して回転させる把持回転手段を支持するための支持構造体と、回転中に
車輪のアンバランスを検出する検出手段と、前記把持回転手段と前記検出手段に作動的に
結合する少なくとも１つの処理ユニットと、前記支持構造体に結合し前記処理ユニットに
作動的に結合し検出されたアンバランスデータおよび選択可能な機能又は機能リストを表
示するように適合される少なくとも１つのスクリーンと、少なくとも１つのタッチ・スク
リーン制御面を有し前記機能又は機能リストを選択するための少なくとも１つの制御パネ
ルとを備え、バランス調整機は連続操作モードと不連続操作モードにおいて前記制御面の
動作を制御する制御手段を備え、連続操作モードにおいては前記制御面を２つの位置で触
れることによって前記機能又は機能リストがスクロールされ、不連続操作モードにおいて
は少なくとも１つの不連続部が制御面上で決定され、不連続部に触れることによって前記
機能又は機能リストの一方が選択されるバランス調整機を提供するものである。
【００２５】
　前記制御面上の前記不連続部の周囲と位置が、前記制御手段によって動的に決定されて
もよい。
　前記制御面上の前記不連続部が、前記制御手段によって前記機能又は機能リストの少な
くとも一方に動的に結合してもよい。
　前記制御面が実質的にリング形状であってもよい。
　前記制御面が実質的に細長い輪郭を有してもよい。
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　前記制御面が複数の不連続部に分割されてもよい。
　前記制御パネルが、前記支持体構造と結合し前記制御面を備える支持体を有してもよい
。
　前記支持体は実質的に平板形状であってもよい。
【００２６】
　前記制御パネルは少なくとも１つの第１ボタンを備え、第１ボタンは、前記支持体に結
合し、前記処理ユニットに作動的に結合し、前記連続操作モードにおいて前記機能又は機
能リストの少なくとも一方を選択するように適合されてもよい。
　前記制御面は実質的にリング形状を有し、前記第１ボタンは前記リング形状の実質的に
中央に配置されてもよい。
　前記第１ボタンが、タッチ・スクリーンボタンタイプのものであってもよい。
【００２７】
　制御パネルは少なくとも１つの第２ボタンを備え、第２ボタンは、前記支持体に結合し
、前記処理ユニットに作動的に結合し、車輪のアンバランスを検出する検出手段の起動と
停止を行うように適合されてもよい。
　前記制御面と前記第２ボタンが並んで配置されてもよい。
　前記第２ボタンはタッチ・スクリーンボタンタイプのものであってもよい。
　前記制御パネルは、車輪のアンバランスを検出する前記検出手段の起動又は停止状態を
表示する少なくとも１つの光表示器を備えてもよい。
【００２８】
　前記制御パネルは、車輪のアンバランスを検出する前記検出手段の起動又は停止状態を
表示する少なくとも１つの光表示器を備え、前記光表示器は前記第２ボタンの周囲の少な
くとも１部に沿って配置された複数のＬＥＤを備えてもよい。
　前記制御パネルは少なくとも１つの電気コネクターを備え、前記電気コネクターは、前
記支持体に結合し、前記処理ユニットと前記制御面とに電気的に結合してもよい。
【００２９】
　前記制御パネルは少なくとも１つの電気コネクターを備え、前記電気コネクターは、前
記支持体と結合し、前記処理ユニットと前記第１ボタンに電気的に結合してもよい。
　前記制御パネルは少なくとも１つの電気コネクターを備え、前記電気コネクターは、前
記支持体と結合し、前記処理ユニットと前記第２ボタンに電気的に結合してもよい。
【００３０】
　前記支持構造体は、前記支持体を収容する少なくとも１つのシートを備えてもよい。
　前記シートは、前記支持体の輪郭を少なくとも１部において再現する形を有してもよい
。
　前記シートは、前記支持構造体の前方上部に形成されてもよい。
【００３１】
　図１は、乗物の車輪のバランスを調整するためのバランス調整機１を全体的に示してい
る。
【００３２】
　調整機１は、バランス調整を施す車輪をほぼ水平な回転軸に把持して回転させる把持回
転手段を支持する支持構造体２を備える。
【００３３】
　特に、支持構造体２は、把持回転手段３を回転させる電動機のようなモータ手段を収容
する。
【００３４】
　特に、把持回転手段３は、支持構造体２から水平に突出して延びるシャフト４を備える
。シャフト４の自由端は、バランス調整を施す車輪のリムを固定して中心を決めることが
可能なブッシング５を有する。
【００３５】
　調整機１はまた、図１に示されない検出手段を備える。その検出手段は、シャフト４に
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嵌め込まれてバランス調整される車輪のアンバランスを回転中に検出するのに適する。
【００３６】
　特に、そのような検出手段は、ロードセルタイプの１つ以上の力変換器からなり、シャ
フト４の一部に結合され、回転中に車輪からシャフト４に沿って働く力の変化を検出する
のに適している。
【００３７】
　調整機１は、例えば、車輪の輪郭を検出するために適した、触覚センサ、光学センサ、
レーザ測距センサのような接触又は非接触タイプのセンサから構成された検出手段をさら
に備えることができる。
【００３８】
　調整機１は、把持回転手段３に作動的に結合し、かつ、検出手段に結合したマイクロプ
ロセッサシステムのようなタイプの処理ユニットをさらに備える。
【００３９】
　調整機１は、支持構造体２に結合し、バランス調整を行う作業者によって調整機１との
交流が行われるインターフェイス手段６，８を有する。
【００４０】
　特に、そのようなインターフェイス手段は、支持構造体２の上部に固定され、調整機１
の処理ユニットに作動的に結合し、ＬＣＤ（液晶表示装置）タイプのスクリーン７を有す
るモニター６を備える。しかしながら、他のタイプのモニタを使用することもできる。
【００４１】
　スクリーン７は、バランス調整される車輪から検出されたアンバランスデータを表示し
たり、選択可能な機能又は機能のリストを表示するのに適している。
【００４２】
　特に、そのような選択可能な機能は、適当に異なるリストに組分けされ、例えば、検出
されたアンバランスデータの表示設定を変えたり、検出設定を変えたり、そのような検出
データの予め設定された処理手続きを開始するために選択される。
【００４３】
　調整機１の制御手段は、処理ユニットと共に専用のソフトウェア・アプリケーションを
備え、把持回転手段３を操縦して検出したアンバランスデータを格納および処理し、処理
したデータと選択可能な機能又は機能リストをスクリーン７上に表示するのに適している
。
【００４４】
　調整機１のインターフェイス手段６，８は、前述の機能又は機能リストを選択するため
のタッチ・スクリーン制御面（タッチパネル）９を有する制御パネル８を備える。
【００４５】
　特に制御面９には、静電容量技術によって作られたタッチ・スクリーン面（タッチパネ
ル）タイプのものを用いることができるので、作業者がしなければならないすべてのこと
は、スクリーン７上に調整機制御手段によって表示される異なる機能および機能リスト間
で動くことができるようにこの制御面９に沿って指を摺動させることである。
【００４６】
　調整機１にインストールされたソフトウェアアプリケーションは、連続操作モードと不
連続操作モード間で制御面９の操作を制御する。
【００４７】
　連続操作モードでは、制御面９に離すことなくタッチすることによって、２つの異なる
位置間の指は、表示された機能又は機能リストの間でスクリーン７上でスクロールさせる
。これによって、作業者は、必要な機能を直観的に選択することができる。
【００４８】
　不連続操作モードでは、制御面９はいくつかの不連続部１０に分割されるので、不連続
部１０の１つに所定時間だけ指を接触することによって、特定の機能又は機能リストが選
択される。
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【００４９】
　特に、制御面上の不連続面１０の位置は、或る選択可能機能の位置に対応できるか又は
どのような場合でも容易にその位置まで追跡され、スクリーン７に表示されるグラフィッ
クインターフェイスの内部に表される。
【００５０】
　必要であれば、そのような不連続部１０は、適当な縁取りおよび／又はシンボルによっ
て制御面９それ自体において視覚的に識別可能にすることができる。
【００５１】
　調整機１のソフトウェア・アプリケーションは、スクリーン７上で図式によって表され
る各機能又は機能リストと、不連続部１０の各々とを動的に結合することができる。
【００５２】
　さらに、ソフトウェア・アプリケーションは、スクリーン７に表示される特定のグラフ
ィックインターフェイスによって制御面９の不連続部１０の周囲および位置を動的に決定
することができ、従って、スクリーン７に図形的に表された機能又は機能リストの位置を
再現する。
【００５３】
　このようにして、機能又は機能リストの選択は、作業者により、迅速に直観的に行われ
る。
【００５４】
　制御面９は、リングの形状を有し、一連の不連続部１０に分割されている。
【００５５】
　この方法では、環状制御面９上で、時計方向又は反時計方向に指をスライドさせること
により、バランス調整機１にインストールされたソフトウェア・アプリケーションによっ
てスクリーン７上に表示された所定の機能又は機能リスト間で左から右へ又は右から左へ
のスクロールが行われる。
【００５６】
　一方、所定時間だけ不連続部１０の１つを指で触ることによって、スクリーン７の対応
位置に示される特定の機能や機能リストが選択される。
【００５７】
　制御面９は、異なる形状、例えば、細長い輪郭を有してもよく、不連続部１０は、異な
る数の、異なるレイアウトの不連続部であってもよい。
【００５８】
　静電容量技術のタッチスクリーンボタンのタイプの第１ボタン１１は、制御面９によっ
て形成されるリングの中央に配置され、例えば、制御面９が上記連続操作モードで用いら
れるときに、機能又は機能リストを選択するために使用できる。
【００５９】
　制御パネル８は、ほぼ円形の第２ボタン１２を備え、第２ボタン１２は二機能ボタンで
あり、上記処理ユニットに作動的に結合し、車輪アンバランス検出手段の起動と停止を行
うことができ、従って、車輪アンバランス（又は相違）データ収集および処理の起動と停
止を行うことができる。
【００６０】
　第１ボタン１１と同様に、第２ボタン１２にもまた、静電容量技術タッチ・スクリーン
ボタンのタイプのものを用いることができる。
【００６１】
　制御パネル８は支持体１３を備え、支持体１３は支持構造体２に固定され、第１ボタン
１１付き制御面９と第２ボタン１２とをそれぞれ収容する第１筐体１４と第２筐体１５を
有する。
【００６２】
　支持体１３は、実質的に平板形状で、制御面９と第２ボタン１２は並んで配置されてい
る。
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　制御パネル８は光表示器１６を有し、光表示器１６は、検出手段の起動および停止状態
、従って、車輪アンバランス測定および処理動作の起動および停止状態を表示するように
なっている。
【００６４】
　特に、光表示器１６は複数のＬＥＤを備え、複数のＬＥＤは第２ボタン１２の周囲に沿
ってリング形状に配置され、アンバランス測定動作の起動および停止状態によって色を変
化させるようになっている。
【００６５】
　制御パネル８は図示しない電気コネクターを備え、電気コネクターは支持体１３の背面
に固定され、制御面９と第１ボタン１１と第２ボタン１２を処理ユニットと調整機１の電
源回路に電気的に接続するようになっている。
【００６６】
　支持体１３は、支持構造体２上の前方上部に形成された適当なシート１７内に固定され
、制御面９と第１および第２ボタン１１，１２へ容易にアクセスできるようになっている
。
【００６７】
　シート１７は支持体１３の輪郭を完全に再現するように形づくられているので、支持体
１３それ自体がシート１７にぴったりと嵌め込まれ、従って、支持体１３は支持構造体２
の支持台に完全に一体化されているように見える。
【００６８】
　連続操作モードと不連続操作モードの両方に使用可能なタッチ・スクリーン制御面が存
在することによって、車輪のアンバランスの測定用又は検出されたアンバランスデータの
処理と表示用に利用可能な機能を迅速かつ直観的にスクロールおよび選択することが可能
になるということは、特筆される。
【符号の説明】
【００６９】
　１　バランス調整機
　２　支持構造体
　３　把持回転手段
　４　シャフト
　５　ブッシング
　６　インターフェィス手段、モニター
　７　スクリーン
　８　インターフェィス手段、制御パネル
　９　タッチ・スクリーン制御面
１０　不連続部
１１　第１ボタン
１２　第２ボタン
１３　支持体
１４　第１筐体
１５　第２筐体
１６　光表示器
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